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１．業務概要 

（１）業 務 名 みどり市窓口番号案内表示・発券機システム導入業務 

（２）業務内容 別紙仕様書のとおり 

（３）業務場所  みどり市役所笠懸庁舎（群馬県みどり市笠懸町鹿 2952 番地） 

みどり市役所大間々庁舎（群馬県みどり市大間々町大間々1511 番地） 

（４）業務期間   <みどり市窓口番号案内表示・発券機システム構築業務> 

契約締結日の翌日から令和 8年 11 月 30 日まで 

<みどり市窓口番号案内表示・発券機システム運用保守業務> 

令和 8年 12 月 1日から令和 9年 3月 31 日まで 

（５）事 務 局 みどり市政策企画部企画課デジタル推進室 

〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿 2952 番地 

電話：0277-76-0962 FAX：0277-76-2449 

メールアドレス：dx@city.midori.gunma.jp 

 

２．提案上限額 

<みどり市窓口番号案内表示・発券機システム構築費用>・・・イニシャルコスト 

金 15,444,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 

 

<みどり市窓口番号案内表示・発券機システム運用保守費用>・・・ランニングコスト 

金 1,012,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 

※令和 8年 12 月～令和 9年 3月の 4か月分（システム利用料を含む） 

 

※委託業務にかかる費用の合計を記載すること。ただし、追加提案に係る費用につ

いては、提案限度額以内で実現できるものとするが、見積金額には含めないこと。 

※見積書の内訳は、初期構築費、運用保守費を分けて作成すること。 

  ※各見積金額が提案限度額を超えた場合は失格とする。 

 

３．参加資格要件 

以下の条件を全て満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項の規定に該

当しない者及び同条第 2 項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者

であること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがな

されている者又は、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き

開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、競争入札参加資格の再認定を

受けた者を除く。）でないこと。 
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（３）みどり市暴力団排除条例（平成 24 年みどり市条例第 12 号）第 2 条第 1 号ま

たは同条第 2号及び第 3号に規定する者でないこと。 

（４）業務について、高い知見と十分な業務遂行能力を有し、常に連絡及び調整がで

きる体制を整えていること。 

（５）公告の日から参加申込書の提出の日までの間に、みどり市請負業者等指名停

止措置要綱（平成 18 年みどり市告示第 13 号）による指名停止を受けていないこ

と。 

（６）法人税、消費税、市税等を滞納していないこと。 

（７）本システムを令和 7 年度末時点で人口 3 万人以上の地方自治体にて導入した

実績がある事業者であること。 

（８）その他法令に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 

 

４．参加表明 

当該プロポーザルに参加する意思がある場合は、以下のとおり、提出書類に必要事項

を記入の上、提出すること。 

（１） 提出期限 令和 8年 6月 10 日（水）17 時まで（必着） 

（２） 提出方法 事務局宛てに、直接持参又は郵送により提出する。 

     直接持参の場合は、平日 9時から 17時までの間に提出すること。 

（３） 提出部数 正本 1部、副本 10 部 

（４） 提出書類  

書類番号 提出書類名 

１ 参加表明書（様式第１号） 

２ 会社概要書（様式第２号） 

３ 
業務実績調書（任意様式） 

※業務実績は今回提案するシステムについて記載すること。 

（５） 留意事項 参加表明書提出後に本プロポーザルの参加を辞退する場合は、参加 

辞退届（様式第３号）を提出すること。なお、参加を辞退することは

自由であり、辞退しても以後の不利益な取扱いは行わない。 

 

５．スケジュール 

内  容 期  間 備  考 

①公募開始（公告） 令和 8年 6月 1日（月） ホームページに掲載 

②参加表明書提出期限 令和 8年 6月 10 日（水）  

③質問書の受付期限 令和 8年 6月 12 日（金）  

④質問書の回答期限 令和 8年 6月 17 日（水） ホームページに掲載 

⑤企画提案書類の提出期限 令和 8年 6月 22 日（月）  
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⑥1次審査（書類審査）の結

果通知 

令和 8年 7月 3日（金） 参加者全員にメール

で通知 

⑦プレゼンテーション審査

の実施 

令和 8年 7月 8日（水）予定 
 

⑧審査結果通知 令和 8年 7月中旬予定 参加者全員に文書で

通知 

⑨契約締結 令和 8年 7月下旬予定 契約締結 

 

６．各種様式等の配布 

印刷物の配布は行わないものとし、みどり市ホームページからダウンロードするこ

と。 

 

７．質問の受付及び回答 

本実施要領及び仕様書等を熟読の上、内容について質問がある場合は、質問書（様式

第４号）に必要事項を記載し、件名を「みどり市窓口番号案内表示・発券機システム

導入業務質問書（事業者名）」として電子メールで提出すること。なお、送信した際に

は、その旨を企画課に電話にて連絡すること。 

（１）受付期間 

令和 8年 6月 1日（月）から 6月 12 日（金）17時まで 

（２）電子メールアドレス及び電話番号 

みどり市政策企画部企画課デジタル推進室 

電子メール：dx@city.midori.gunma.jp 

電話番号：0277-76-0962（課直通） 

（３）回答方法 

令和 8年 6月 17 日（水）までに、すべての事業者からの質問に対する回答を本市

ホームページへ掲載することとし、個別の回答は行わないものとする。なお、回

答は、実施要領及び仕様書等を補足する効力を有するものとする。また、事業者

選定に公平性を保てない内容については、質問に回答しないことがある。 

 

８．企画提案書類の提出 

参加表明を行った事業者は次のとおり企画提案書類を提出するものとする。 

（１） 提出期限 令和 8年 6月 22 日（月）17 時まで（必着） 

（２） 提出方法 事務局宛てに、直接持参又は郵送で提出する。 

      直接持参の場合は、平日9時から17時までに提出するものとする。 

（３） 提出部数 正本 1部、副本 20 部と電子データ PDF（CD-R 等の電子媒体で提出） 

（４） 提出書類 
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書類番号 提出書類名 

１ 企画提案書等提出届（様式第５号） 

２ 企画提案書（任意様式）※ 

３ 機能要件一覧（別紙１） 

４ 見積書（様式第６号） 

 

※企画提案書について 

・用紙サイズは A4 判（縦）とし、文字サイズは 10 ポイント以上とする。 

ただし、図表等においてはその限りではない。 

・表紙を除き 50枚以内で作成し、ページ番号を付すこと。 

・A3 判の挿入も可とするが、A4判に折り込み、2ページ換算とすること。 

・両面印刷の場合は 1枚 2ページ換算とすること。 

・できる限り平易な表現（図表などを含む）で作成すること。 

・その他、仕様書に示す本市の要求事項に固執することなく、企画提案者の知識、経

験等を活用し、本業務の成果が最大となるよう企画の提案に努めること。 

・企画提案書の表紙には、社名及び代表者名を記載すること。 

 

＜企画提案書の構成＞ 

作成に当たっては、みどり市窓口番号案内表示・発券機システム導入業務仕様書を

参考にし、本業務の趣旨を理解した上で、以下の事項について 提案者としてのアピ

ールポイントを明記すること。 

 

①会社概要 

②業務実績 

※今回提案するシステムについて記載すること。 

※契約期間が令和 5 年 4月 1 日以降の地方自治体と契約した同種業務について、

導入実績を記載すること。 

③業務体制図 

④現状把握 

※発券機を導入していない現在の状況をどのようにとらえているか、発券機導入

により、どのような課題の解決に資するかを記載すること。 

⑤提案概要 

※提案する機器の概要を記載すること。特に当該機器やシステムの強みや他機器

にはない特徴を記載すること。 

また、転入・転出などの住民異動の際の複数窓口の渡りについて、どのようなフ

ローでの活用を想定しているのか記載すること。 
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⑥業務内容 

※具体的にどのような機器やシステムなのかを独自の提案も加え具体的に記載す

ること。 

また、独自提案部分や仕様書に記載されている内容を満たさない部分がある場

合は明記すること。 

⑦操作説明会 

※操作説明会や現場でのフォローアップをどのように行うのか記載すること。 

⑧アフターケア 

※保証の内容や保守の内容について記載すること。 

⑨障害、システムダウン対策 

※障害に対する事前対策事項と障害発生後の対応及び復旧までの目標所要時間に

ついて記載すること。 

⑩スケジュール 

※詳細な日程は別途協議を行い決定するが、準備から稼働までのスケジュールを

記載すること。 

⑪その他追加提案等 

※仕様書で記載された内容以外で提案可能である機能や、その他本市の業務に対

して有益と思われる事項があれば記載すること。なお、記載した事項の実現につ

いて費用が発生する場合には経費を記載すること。 

 

（５） 留意事項 

ア 提出期限までに前記（４）に定める書類が提出されなかった場合は、プロポーザ

ル参加意思確認の有無に関わらず不参加とみなすものとする。 

イ 提出された書類は、返却しないものとする。 

ウ 提出期限後の追加及び差替えは、一切認めないものとする。 

 

９．優先交渉権者の選定方法 

（１） 優先交渉権者は、「みどり市窓口番号案内表示・発券機システム導入業務プロ

ポーザル審査委員会」（以下、「委員会」という。）の審査に基づき決定するもの

とする。 

（２） 選定は 1 次審査（書類審査）、２次審査（プレゼンテーション・デモンストレ

ーション（以下、「プレゼンテーション等」という。））の 2 段階審査とし、別

紙「審査基準書」に基づき、企画提案書、プレゼンテーション等の審査により

行うものとする。 

（３） 1 次審査（書類審査） 

1 次審査は、別紙「審査基準書」における審査項目について書類審査で評価を
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行い、上位 3者を選定し、2次審査を実施するものとする。なお、1次審査の結果

は、1次審査を受けた全ての参加者に通知するものとする。 

（４） 2 次審査（プレゼンテーション等） 

企画提案書に基づくプレゼンテーション、デモンストレーション及び質疑応答

を実施し、優先交渉権者を選定する。 

・日時等詳細は参加表明書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで通

知する。 

・プレゼンテーション等審査の出席者は 5名以内とし、プレゼンテーション 20

分以内、デモンストレーション 15 分以内、ヒアリング 10 分程度を想定してい

る。 

・本業務の担当者が企画提案書を説明するものとし、本業務に直接携わらない

者の出席は認めない。 

・追加提案の説明及び追加資料の配布は 出来ないものとする。 

（５） 委員会の委員は、企画提案内容を公正かつ客観的に評価し、最も優れた企画提

案を行った者を優先交渉権者に決定し、次に得点の高かった者を、次点の交渉権

者として決定する。 

なお、優先交渉権者が何らかの理由により契約を行えなかった場合は、次点の

交渉権者と契約を取り交わすものとする。 

（６） 選定結果は参加者全てに文書で通知するものとするが、選定結果に関する異議

申し立てや質問、採点結果の公開については一切応じない。 

（７） 選定結果の公表に当たっては、みどり市公式ホームページにおいて、優先交渉

権者の社名を公表するものとする。 

（８） 1 次審査における最上位評価を得た事業者と第 2 位以下の事業者の評価点に相

当の差が生じた場合は、上位 3 事業者であっても以降の審査対象としないこと

もある。 

（９） 委員会の委員の採点の合計点が満点の 5割に満たない場合は、優先交渉権者と

して選定しないものとする。 

また、得点の合計が最も高い者が複数の場合は、見積額が低い者を優先交渉権

者とする。 

 

１０．契約の締結 

本業務の優先交渉権者に選定された者は、本市と協議の上、契約に必要な書類を揃え、

速やかに契約を締結するものとする。 

なお、契約の締結にあたっては、みどり市契約規則に基づいて契約を締結する。 

 

１１．失格事項 
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参加者が次のいずれかに該当する場合は失格となる。 

（１）選定する日時までに、参加資格条件を満たさなくなった場合 

（２）企画提案書等の提出方法及び提出期限を厳守しなかった場合 

（３）見積額が事業費限度を超えている場合 

（４）提出書類等に虚偽の内容が記載されている場合 

（５）委員や事務局等当該事業の関係者に当該事業に関する助言を求めたり、不正な接

触を行う等選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

（６）その他、委員会が不適格と認めた場合 

 

１２．留意事項 

（１） 提出書類は返却しない。 

（２） 提出書類の作成及び提出、プレゼンテーション参加等の経費は事業者の負担と

する。 

（３） 提出期限以降の提出書類の差し替え、訂正、不備書類の追加及び再提出は認めな

い。ただし、本市の判断により、補足資料等の提出を求めることがある。 

（４） 提案書に含まれる第三者の著作物を公表・展示等に使用する場合に関しては、出

典を明示するとともに提案者が全ての著作権者の承諾を得ておくこと。 

その他、本要領に記載のない事項については、その都度協議するものとする。 


